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公共 非公共

－ ○ － －

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○ － － － － － － － － ○ － － － － － － － －

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

－ － ○ －

概要
（支援の仕組み

等）

大使・総領事等が任国とつながりの深い本邦地方を訪問し、国際交流活動を支援・協力するため地方自治体関係者等と意見交換を行うための経費（旅
費）

支援対象者
（実施主体）

外務省

外務省

大臣官房総務課地方連携推進室 電話（直通）

-

-

地域類型の区分 施策類型の区分

税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

我が国地方公共団体等の国際的取り組みを支援し、地域の活性化、より活発な国際交流活動の促進が期待できる。

大使・総領事等の地方訪問
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

－

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/visit.html

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

－

03-5501-8491

－

施策の位置付け
（該当に○印）

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

－

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

3
予算

(3)

根拠法令等

法制度

施策名

1

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/visit.html


公共 非公共

－ ○ － －

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － ○

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

－ ○ － －

概要
（支援の仕組み

等）

全国の知事、市長等地方公共団体関係者を対象とし、在京外交団とのネットワークを構築するとともに、国際交流活動に関する相互協力を図るための
意見交換会を行う経費

支援対象者
（実施主体）

地方公共団体（都道府県、市）

外務省

大臣官房総務課地方連携推進室 電話（直通）

－

－

－

地域類型の区分 施策類型の区分

税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

地方公共団体幹部と在京外交団を引き合わせ、海外進出を目指している自治体を支援し、またこれまでも交流実績のある自治体を後押しすることで、
地域レベルの国際交流の活性化が期待できる。

外務大臣主催国際交流活動支援に関する意見交換
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

－

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/reception.html

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

-

03-5501-8491

－

施策の位置付け
（該当に○印）

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

－

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

5
予算

(5)

根拠法令等

法制度

施策名

2

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/reception.html


公共 非公共

－ ○ － －

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ － － － － － － － － － － － － － － － － － ○

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

3
予算

(3)

根拠法令等

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/briefing.html

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

－

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

－

施策名
税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

国際化を目指す自治体の、特に関心の高い国際関連分野における情報を共有し、自治体が今後予定している国際交流活動の支援を行うことが期待で
きる。

自治体の国際交流促進のためのセミナー開催
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

法制度

03-5501-8491

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

－ －

－

－

－

地域類型の区分 施策類型の区分

概要
（支援の仕組み

等）
地方公共団体の国際交流主管課長を対象とし、国際交流や経済交流等の現状や課題等につき、意見交換を行う経費。

支援対象者
（実施主体）

地方公共団体（都道府県、市の自治体職員）

外務省

大臣官房総務課地方連携推進室 電話（直通）

施策の位置付け
（該当に○印）

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

－ － ○ －

3

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/info/briefing.html


公共 非公共

ー ○ ー ー

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

0.4
予算

(1)

根拠法令等

URL

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

ー

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

ー

施策名
税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

普段東京に滞在している駐日大使が毎年異なる県等を訪れ，各々に特色のある地方の魅力を直接知ってもらう良い機会になっている。任期中に個人
或いは知人友人と再訪したという声が聞かれたり，参加国の要人が来日した際に訪問先として推薦する等，視察訪問限りで終わるのではなく，継続的
な日本の魅力発信につながっていると思われる。

駐日各国大使の地方視察訪問
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

法制度

５５０１－８０３２

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

ー ー

ー

視察訪問先が決定したのち，省内手続きを経て旅行会社等に代金を支払う。

儀典長他，各国大使の視察に同行し，接遇と支援を行う担当官の宿泊費，交通費等

地域類型の区分 施策類型の区分

概要
（支援の仕組み

等）
駐日各国大使に各地方が誇る文化施設等の魅力を直接見聞きしてもらい，任期中，離任後を通じ我が国の魅力を各国に発信する。

支援対象者
（実施主体）

駐日各国大使及びその配偶者

外務省

儀典官室 電話（直通）

施策の位置付け
（該当に○印）

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

ー ー ○ ー

4



公共 非公共

- ○ -

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
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交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
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地域文
化の保
護

地域医
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祉・介護

子育て、
女性・若
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教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

6
予算

(5)

根拠法令等

法制度

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

ー

URL

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

ー

５５０１－８４８９

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

施策名
税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

公式実務訪問賓客及び実務訪問賓客の本邦滞在中における地方視察を促進し、日本の伝統文化等の理解を促進することが期待される

公式実務訪問賓客及び実務訪問賓客の地方訪問
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

ー ー

ー

外国賓客の地方訪問が確定した時点で省内手続きを経て宿泊業者、旅行会社等に代金を支払う。

地方訪問に係る宿泊費、食費、交通費を対象

地域類型の区分 施策類型の区分

概要
（支援の仕組み

等）
公式実務訪問賓客及び実務訪問賓客の地方訪問経費

支援対象者
（実施主体）

外国要人

外務省

儀典賓客室 電話（直通）

施策の位置付け
（該当に○印）

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

ー ー ○ ー

5



公共 非公共

○

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

支援内容
（単価・水準等）

③地域の生活や産業の基盤整備

―

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

施策名
税制

○ ―

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

(18)

根拠法令等

法制度

施策類型の区分

区分（新規・継続・変更）

○日本的な価値･精神性･伝統･先端技術･ライフスタイル等に関する日本ブランドの発信を通じて、国外における対日理解を促進する。

○各地域に代表される日本産品の国外における消費･流通の拡大、日本の海外ビジネス展開の活性化。

○各地域に特有の日本の魅力を発信することによる観光客数の増加。

36
予算

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

―

在外公館が実施する講演への派遣、また、派遣に伴う渡航費、日当、宿泊費、交通費、及び、講演に伴う会場借用費等現地経費の負担。

新規

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page23_000866.html 

変更のポイント

省庁名

担当課室

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

― ―

地域類型の区分

施策の位置付け
（該当に○印）

―

広報文化外交戦略課 電話（直通）

在外公館、本省による企画立案及び、当省ホームぺージを通じての一般公募。
支援手続

（申請～交付決
定）

想定する具体的
効果

分類
（該当に○印）

03－5501－8127

―

日本ブランド発信事業
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

概要
（支援の仕組み

等）

発信力のある日本の専門家を海外に派遣し、在外公館のネットワークを活用して、日本的な価値･精神性･伝統･先進技術等、日本の魅力に関する講演
会・デモンストレーション・展示会等を開催する。
また、事業に参加した現地の知日派や専門家が主体となって情報を再発信することで、現地における事業の持続性･継続性を狙う。

支援対象者
（実施主体）

海外において自らの専門性に基づき日本の文化・伝統・新規性・精神性等の魅力をビジネスと融合させた形で外国人に伝え，現地での共感・関心を呼
びおこし，現地から日本についての再発信を促すことのできるコミュニケーション力の高い個人・団体。

外務省
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公共 非公共

○ - -

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

－ ○ － - ○ － － － － － － － － － － － － － ○

概要
（支援の仕組み

等）

・東日本大震災の被災地において中小企業を含む製造業企業が生産を再開する中、途上国の要望を踏まえつつ、被災地産製品を供与することで、当
該途上国の経済社会開発を支援するとともに、これら工業用品等について一定の需要を創出することを通じ、被災地の経済復興に貢献する。

・支援対象品目については、被援助国側の要請内容に基づき，東日本大震災の被災地で生産される製品（建設機械，医療機器，福祉器具等）を供与。

支援対象者
（実施主体）

・被災地企業（日本国政府と交換公文を締結した被援助国政府等との間の契約に基づく受注業者）

外務省

国際協力局開発協力総括課 電話（直通）

・日本国政府から被援助国政府等に対し、交換公文に基づき援助資金を供与。

・被援助国政府の調達代理機関による入札等の調達手続を通じ、被災地産製品の搬入・据付け等を行う。

・被援助国政府等から受注業者に対する支払いを行う。

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

・平成２３年度実績において、本件事業で供与された製品は全て特定被災区域における製品であり、そのうち被災３県の製造業者の受注率は61.5%であ
る。

－ － － ○

03-5501-8373

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

14ページ「２．復興の加速等」
6ページ「２．（６）福島県を中心とした原
子力災害被災地域の復興再生の支援」

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

・特定被災区域で生産される工業用品等（建設機械、医療機器、福祉器具等）のリストに基づき、社会福祉や医療等のテーマごとに被援助国に提示。

・被援助国側の要請内容に基づき、特定被災区域で生産されている品目を供与する。

・平成２３年度案件（計５０億円）については全て調達契約済み。平成２４年度案件については、途上国政府との間でＥ／Ｎ締結済みの案件（計１６．５億
円）につき、順次調達代理機関による入札公示・業者契約を実施中。

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/keitai/musho/h23_keiyaku.html

変更のポイント

省庁名

担当課室

分類
（該当に○印）

－

地域類型の区分 施策類型の区分

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

－

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

800
予算

(2,000)

根拠法令等

予算額（百万円）
上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

施策の位置付け
（該当に○印）

法制度

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

外務省設置法第4条第1項ハ

施策名

税制

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与

7
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公共 非公共

○ － －

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文
化・食
産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保

護

地域医
療、福

祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、

情報通
信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地方自治体の国際展開支援
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予

算)

概要
（支援の仕組み

等）

政府開発援助（ODA）の「草の根技術協力」の枠組を活用し，地方自治体等の持つ優れた技術・経験を活用・実施することで，地方自治体の国際展開を
積極的に後押しする。また，ＯＤＡの「技術協力」の枠組を活用し，途上国の開発課題の解決に適したノウハウを有する自治体と連携して，自治体及び
関連企業の関係者を専門家として派遣したり，途上国の人材を招へいし当該自治体で研修を行う。また，地方自治体の知見を活用した途上国のインフ
ラ整備等の支援を無償資金協力の枠組みで実施する。

支援対象者
（実施主体）

【技術協力・無償資金協力】都道府県，市町村　【草の根技術協力】都道府県，市町村等の地方自治体（自治体が推薦するＮＧＯ等の団体も含む）

外務省

【技術協力・無償資金協力】国際協力局開発協力総括課，【草の根技術協力】国際協力局民間援助連携室 電話（直通）

【草の根技術協力】JICAが、地方自治体または自治体が指定する団体による申請に基づき審査し、ODAによる実施が妥当であると認める提案につい
て、業務委託契約を締結し実施。
【技術協力】途上国からの要請を踏まえ，外務省・ＪＩＣＡにて支援内容を検討する。（草の根技術協力のような定期的な一般公募ではない。）
【無償資金協力】※制度設計中

支援手続き（申
請～交付決定）

想定する具体的
効果

分類
（該当に○印）

開発協力総括課：03-5501-8373
民間援助連携室：03-5501-8361

-

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

－ －

地域類型の区分

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支

②地域間の交流・連携の推進

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/yosan_kessan/mofa_yosan_kessan/pdfs/h26_yosan_gaiyo.pdf

変更のポイント

省庁名

担当課室

根拠法令等

法制度

施策類型の区分

区分（新規・継続・変更）

・海外におけるインフラ整備等のニーズは，大型案件のみならず，地方・中核都市における中規模・小規模案件も多数存在。各分野で地域開発の知見
を蓄積している我が国自治体との連携は，現地ニーズへのきめ細かな対応に貢献することが期待できる。
・国際協力への自治体の参画は，地域の経験と海外の課題を結びつけて解決に取り組むグローバル人材の育成にもつながる。
・我が国地方自治体・経済団体と途上国の行政・経済団体の関係強化を図る。

支援内容
（単価・水準等）

③地域の生活や産業の基盤整備

・日本企業や自治体によるインフラ等
の輸出を拡大するため，広域開発プ
ロジェクトの早期段階から技協や無
償も活用しながら相手国政府と連携
し，円借款・海外投融資等を戦略的
に活用する。(p.90・26～29行目)
 ・「インフラシステム輸出戦略」を迅
速かつ着実に実施する。（p.90・14行
目）

【草の根技術協力】対象国：ＯＤＡ実施国のうち,原則としてＪＩＣＡが海外拠点を有する国。事業単価6,000万円以下
【技術協力】対象国：ＯＤＡ対象国，事業単価：通常の技協案件と同程度
【無償資金協力】対象国：ＯＤＡ対象国，事業単価：通常の無償案件と同程度を想定

-

施策名

税制

○

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

政府開発援助
独立行政法人
国際協力機構
運営費交付金
1,503億円の内
数
政府開発援助
経済開発等援
助費1,667億円
の内数

予算

施策の位置付
け

（該当に○印）

政府開発援助
独立行政法人
国際協力機構
運営費交付金
1469億円の内
数
政府開発援助
経済開発等援
助費1642億円
の内数

8

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/yosan_kessan/mofa_yosan_kessan/pdfs/h26_yosan_gaiyo.pdf


公共 非公共

― ○ ― ―

大都
市

地方
都市

農山
漁村

集落
地域産
業、ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝ

農林
水産業

食文化・
食産業

６次産
業化

まちづく
り,地域
交通

地域コ
ミュニ
ティ

観光、
地域間
交流

地域文
化の保
護

地域医
療、福
祉・介護

子育て、
女性・若
者活躍
促進

教育
ICT、情
報通信

コンテ
ンツ

環境・
エネル
ギー

その他

○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○

骨太の方針
(平成２５年６月１４日閣議決定）

4
予算

(4)

根拠法令等

法制度

地域経済に関する有識者懇談会
報告書(平成２５年９月１３日とりまとめ）

―

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/symbiosis/index.html

変更のポイント

省庁名

担当課室

（１）日本再興戦略を踏まえ、地域経済活
性化の観点から有効と考えられる施策

分類
（該当に○印）

外務省設置法第４条第１４号
外務省組織令第８８条第６号

03-5501-8176

日本再興戦略
（平成２５年６月１４日閣議決定）

施策名
税制

支援手続
（申請～交付決

定）

想定する具体的
効果

本ワークショップにおいて，外国人が地域の活力となり得ることを発信することで，地方において外国人施策，社会統合が進展し，地方が活性化すること
が期待される。

外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ
予算額（百万円）

上段：平成26年度当初
(下段：前年度当初予算)

支援内容
（単価・水準等）

区分（新規・継続・変更）

第Ⅰ５（３）④（ⅲ）（ⅳ）
第Ⅱテーマ４②

―

―

地方自治体への直接的な交付はない。

在日外国人，特に南米日系人は工場地帯を抱える地方に集住する傾向があり，地域住民との摩擦が生じている地域もある。本ワークショップによる啓
発を通じ，地方において多文化共生の視点を根付かせ，外国人の社会統合を推進させることによって，地方の活性化・再興に寄与する。

地域類型の区分 施策類型の区分

概要
（支援の仕組み

等）

「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」は，外国人課が所掌する在日外国人に関する業務の一環として，主要国における外国人の
社会統合政策について理解を深め，在日外国人の社会統合における問題や課題等について啓発するワークショップを平成２１年度より毎年１回開催し
ている（平成１６～２０年度はシンポジウムとの名称で開催。）。
本ワークショップは，シンポジウムとして開催していた頃から，静岡県，愛知県，神奈川県，新宿区，大田区などの地方自治体と共催することにより自治
体との連携を図ってきた。また，平成２３年度，平成２４年度と日系ブラジル人が多数居住する静岡県浜松市所在の静岡文化芸術大学教授を議長・パネ
リストとして招へいする等，地方連携の視点も取り入れている。また，昨年度は目黒区が後援，在日日系南米人の教育問題に造詣の深い愛知淑徳大学
や宇都宮大学の准教授等をパネリストとして招いた。

支援対象者
（実施主体）

地方自治体（都道府県，市町村）

外務省

領事局外国人課 電話（直通）

施策の位置付け
（該当に○印）

継続

　（２）（１）以外であって地域活性化の取組を継続・発展させていく施策

①地域の主体的な取組みへの支援（担
い手育成、地域資源の活用等への支援）

②地域間の交流・連携の推進 ③地域の生活や産業の基盤整備

○ ― ― ―
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